
令和２年度  守口市水道事業会計予算 

 

（総    則） 

第１条 令和２年度守口市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）給 水 戸 数        ７２，９５１戸 

 （２）年 間 総 給 水 量    １６，５９９，０００㎥ 

  （３）１ 日 平 均 給 水 量        ４５，４７７㎥ 

  （４）主要な建設改良事業  配 水 管 整 備 事 業   工 事 費  ５４４，３００千円  配水管更新工事等 

               配 水 施 設 整 備 事 業   工 事 費   ２８，０００千円  東郷配水場変換器盤他更新工事 

               浄 水 施 設 整 備 事 業   工 事 費   １９，０００千円  送水管新設工事実施設計業務委託等 

               配 水 管 改 良 事 業   工 事 費   ８８，０００千円  下水道工事に伴う配水管移設工事等 

               浄 水 施 設 改 良 事 業   工 事 費   ２８，３００千円  藤田幹線幹線流量計取替工事等 

               庁 舎 等 改 良 事 業   工 事 費   １９，８００千円  庁舎空調設備更新工事 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収         入 

  第１款 水道事業収益                                            ２，８２６，２１８千円 

   第１項   営 業 収 益                       ２，６８０，７１０千円 

   第２項   営 業 外 収 益                                              １４５，４９８千円 

   第３項   特 別 利 益                               １０千円 
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支         出 

  第１款 水道事業費用                           ２，９４４，８４６千円 

   第１項      営 業 費 用                       ２，４７０，５３９千円 

   第２項      営 業 外 費 用                         ２３６，８６９千円 

   第３項      特 別 損 失                    ２   ２３６，４３８千円 

   第４項      予 備 費                          １，０００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９９９，５１８千円は、過年

度分損益勘定留保資金１７５，７９８千円、当年度分損益勘定留保資金７５３，６０１千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額７０，１１９千円で補てんするものとする。）。   

収         入 

  第１款 資本的収入                                ６７２，６３３千円 

   第１項      企 業 債                         ５４３，０００千円 

   第２項      他 会 計 出 資 金                        ３４，４１０千円 

   第３項      他 会 計 負 担 金                        ２７，１８７千円 

   第４項   国 庫 補 助 金                           １８，９００千円 

   第５項      工 事 負 担 金                       ４９，１３６千円 

支         出 

  第１款 資本的支出                            １，６７２，１５１千円 

   第１項      建 設 改 良 費                      ８５２，９７４千円 

   第２項      企 業 債 償 還 金                      ８１９，１７７千円 
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（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事   項 期   間 限 度 額 

現 金 等 集 配 金 業 務 委 託 事 業 令和５年度まで ３，９６０千円  

 

（企 業 債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 
起債の 

方 法 
利率 

償  還  の  方  法 

資金区分 償還期限 左のうち据置期間 償還方法 そ の 他 

配 水 管 

整備事業 
506,500千円 

普 通 貸 借 

(証書借入) 

又は 

証 券 発 行 

年 

7.0％ 

以 内 

政 府 

 

地 方 公 共 

団 体 

金 融 機 構 

 

そ の 他 

40年 

以内 
５年以内 

年賦又は 

半 年 賦 

元利均等 

元金均等 

左記の条件の範囲内において借

入先に融通条件がある場合その条

件に従うことができる。 

ただし、財政の都合により償還期 

限及び据置期間を短縮し、若しくは 

繰上償還又は低利に借換えること

ができる。 

 なお、起債前借又は翌年度に繰越

して借入れることができる。 

配水施設 

整備事業 
 27,000千円  

浄水施設 

整備事業 
 9,500千円  

合 計 543,000千円 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）営業費用、営業外費用 及び 特別損失 

（２）建設改良費  及び  企業債償還金 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費 

 の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費           ５７９，５１５千円 

 （２）交 際 費                         １００千円 

 

（他会計からの補助金） 

第９条 児童手当に要する経費に対する補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１，７８０千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、３１，２８９千円と定める。 

 

 

令和２年２月２０日提出 

                                       守口市長  西 端  勝 樹 
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